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規 則

北海道立都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布
する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
北海道立都市公園条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第１項

ただし書に規定する規定の施行期日は、平成 年６月 日とする。

北海道立都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
北海道立都市公園条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）の施行期日は、

平成 年 月 日とする。

北海道立噴火湾パノラマパーク管理規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立噴火湾パノラマパーク管理規則
（ 旨）
第１条 この規則は、北海道立噴火湾パノラマパーク（以下「噴火湾公園」という。）の管
理に関し必要な事項を定めるものとする。
（その他の施設の利用の期間及び時間）
第２条 北海道立都市公園条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「条例」という。）別表
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第１の の事項の規則で定める期間及び時間は、天候の状況等を考慮して条例第２条に規
定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が知事と協議して定めるものとする。
（遵守事項）
第３条 噴火湾公園の公園施設（都市公園法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）
第２条第２項に規定する公園施設をいう。以下同じ。）であって法第５条第１項の許可を
受けたもの以外のものを利用する者（以下「利用者」という。）は、条例、この規則及び
指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

噴火湾公園の公園施設であって法第５条第１項の許可を受けたもの以外のものを汚染
し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

（原状回復の義務）
第４条 利用者は、その利用が終了したときは、使用した施設設備を原状に回復しなければ
ならない。
（知事による管理）
第５条 条例第 条第１項の規定により知事が噴火湾公園の管理に係る業務を行う場合にお
いては、第２条中「条例第２条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が
知事と協議して」とあるのは「知事が」と、第３条中「指定管理者」とあるのは「知事」
とする。
附 則

この規則は、平成 年６月 日から施行する。

北海道立サンピラーパーク管理規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立サンピラーパーク管理規則
（ 旨）
第１条 この規則は、北海道立サンピラーパーク（以下「サンピラーパーク」という。）の
管理に関し必要な事項を定めるものとする。
（その他の施設の利用の期間及び時間）
第２条 北海道立都市公園条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「条例」という。）別表
第１の の事項の規則で定める期間及び時間は、天候の状況等を考慮して条例第２条に規
定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が知事と協議して定めるものとする。
（利用料金の額の承認）
第３条 指定管理者は、条例第 条の２第３項の規定により利用料金の額について知事の承

認を受けようとするときは、別記様式の利用料金承認申請書を知事に提出しなければなら
ない。
（利用料金の還付の基準）
第４条 条例第 条の２第５項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、
同条第１項に規定する利用料金（以下「利用料金」という。）の全部又は一部を還付する
ことができることとする。

条例第６条第１項本文の承認を受けた者の責めに帰することができない理由によって
利用が不可能になった場合
条例第６条の４第２項の規定により利用の承認を取り消した場合

（利用料金の減免の基準）
第５条 条例第 条の２第６項の規則で定める基準は、知事が特別な理由があると認める場
合に、利用料金を減免することができることとする。
（遵守事項）
第６条 サンピラーパークの公園施設（都市公園法（昭和 年法律第 号。以下「法」とい
う。）第２条第２項に規定する公園施設をいう。以下同じ。）であって法第５条第１項の
許可を受けたもの以外のものを利用する者（以下「利用者」という。）は、条例、この規
則及び指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

サンピラーパークの公園施設であって法第５条第１項の許可を受けたもの以外のもの
を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

（原状回復の義務）
第７条 利用者は、その利用が終了したときは、使用した施設設備を原状に回復しなければ
ならない。条例第６条の４第１項又は第２項の規定により利用の承認を取り消され、又は
その利用を制限されたときも、同様とする。
（知事による管理）
第８条 条例第 条第１項の規定により知事がサンピラーパークの管理に係る業務を行う場
合においては、第２条中「条例第２条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」とい
う。）が知事と協議して」とあるのは「知事が」と、第４条中「同条第１項に規定する利
用料金（以下「利用料金」という。）」とあるのは「条例第 条第２項の規定により読み
替えられた条例第 条の２第１項の使用料（以下「使用料」という。）」と、第５条中
「利用料金」とあるのは「使用料」と、第６条中「指定管理者」とあるのは「知事」とす
る。
附 則

この規則は、平成 年 月 日から施行する。
別記様式（第３条関係）
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利用料金承認申請書
年 月 日

北海道知事 様
主たる事務所の所在地
指定管理者の名称
代 表 者 の 氏 名

北海道立サンピラーパークの公園施設の利用料金の額を次のとおり定めることにつ
いて承認を受けたいので、北海道立都市公園条例第 条の２第３項の規定により、申
請します。

（日本工業規格 ４）

北海道立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
北海道立都市公園条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正す

る。

区 分 利用料金の額（円） 備 考

別表の１の表使用料の欄中

「

」

を

「
北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立噴火
パノラマパー

円 円

円 円

円 円
」

別表の２の表使用料の欄中

「

を

「
北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立噴火
パノラマパー

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円
に改める。

湾
ク
北海道立サン
ピラーパーク

円 円
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円

」

円

に改める。

湾
ク
北海道立サン
ピラーパーク

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

」

円 円

別表の３の表使用料の欄中

「

」

を

「
北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立十勝エ
コロジーパーク

北海道立噴火
パノラマパー

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

」

に改める。

湾
ク
北海道立サン
ピラーパーク

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

附 則

この規則は、平成 年６月 日から施行する。ただし、別表の改正規定（北海道立サンピ
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ラーパークに係る部分に限る。）は、平成 年 月 日から施行する。

北海道立都市公園条例の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立都市公園条例の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則
（北海道立真駒内公園管理規則の一部改正）
第１条 北海道立真駒内公園管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改
正する。
第３条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第５条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立野幌総合運動公園管理規則の一部改正）
第２条 北海道立野幌総合運動公園管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよ
うに改正する。
第２条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第５条第１号及び第２号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道子どもの国管理規則の一部改正）
第３条 北海道子どもの国管理規則（平成元年北海道規則第 号）の一部を次のように改正
する。
第２条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第４条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立オホーツク公園管理規則の一部改正）
第４条 北海道立オホーツク公園管理規則（平成６年北海道規則第 号）の一部を次のよう
に改正する。
第３条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第５条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立宗谷ふれあい公園管理規則の一部改正）
第５条 北海道立宗谷ふれあい公園管理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のよ
うに改正する。
第３条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第５条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立十勝エコロジーパーク管理規則の一部改正）
第６条 北海道立十勝エコロジーパーク管理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次
のように改正する。

第３条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第５条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立ゆめの森公園管理規則の一部改正）
第７条 北海道立ゆめの森公園管理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように
改正する。
第２条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
第４条第１号中「第６条第１項」を「第６条第１項本文」に改める。
（北海道立道南四季の杜

もり

公園管理規則の一部改正）
第８条 北海道立道南四季の杜

もり

公園管理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次の
ように改正する。
第２条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改め、「利用の」を削る。
（北海道立噴火湾パノラマパーク管理規則の一部改正）
第９条 北海道立噴火湾パノラマパーク管理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次
のように改正する。
第２条中「別表第１の の事項」を「別表第１の の事項」に改める。
附 則

この規則は、平成 年 月 日から施行する。ただし、第８条の規定（「利用の」を削る
部分に限る。）は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例（平成 年北海道条例第 号）第
条の規定により、次の水域を水域利用調整区域に指定した。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
おたるドリームビーチ海水浴場水域
１ 区域
おおむね次の 、 、 及び 点を結んだ線内であって、北海道プレジャーボート等の

事故防止等に関する条例施行規則（平成 年北海道規則第 号）第 条第４項に規定され
る浮標及び立標に囲まれた区域
（ 点）

小 市道大浜海水浴場通線の北西方向延長線（以下「基線」という。）と海岸線が交
差する地点から新川河口方向へ海岸線に沿い の地点

（ 点）
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点から、基線に平行する直線上の沖合方向 の地点
（ 点）

基線と海岸線が交差する地点から星置川河口方向へ海岸線に沿い の地点
（ 点）

点から、基線に平行する直線上の沖合方向 の地点
２ 制限又は禁止される行為
水域利用調整区域内におけるプレジャーボート等の航行又はプレジャーボート等を使用
して行われるレクリエーション活動の禁止
３ 期間
平成 年６月 日から８月 日まで

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
大雪土地改良区 石狩川愛別頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 比 布 川 頭 首 工 同
同 愛 別 川 頭 首 工 同

多度志東 同 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年６月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
多度志西 経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、暗きょ） 北海道空知支庁

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
稔 北 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水） 平成
同 同 （暗きょ） 同
稔 中 央 同 （農業用用排水、暗きょ） 同
別 北 部 同 （農業用用排水、土層改良） 同

宝 田 ほ場整備［担い手育成型］（区画整理） 同
同 同 （農業用用排水） 同
吉 沢 経営体育成基盤整備（区画整理） 同
６ 区 同 同
同 同 （農道） 同
同 同 （暗きょ） 同
光 栄 北 同 （区画整理） 同
同 同 （農業用用排水） 同
中 の 岱 同 （区画整理） 同
同 同 （農業用用排水） 同
同 同 （暗きょ） 同
中 央 南 同 （区画整理、客土、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
新 千 代 第 ５ 同 （区画整理、客土、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
豊 正 西 同 （農業用用排水） 同
同 同 （暗きょ） 同
赤 川 第 ２ 同 （区画整理） 同
同 同 （農業用用排水、暗きょ） 同

波 同 （農業用用排水） 同
同 同 （暗きょ） 同
東 夕 張 太 同 （区画整理） 同
同 同 （農業用用排水、暗きょ） 同
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調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年９月 日
履 行 場 所 造船所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する船舶の建造又は

修理の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
総トン数 トン型船舶（鋼船）の修理の能力を持っていること。
造船所内に乾ドック又は乾ドックに準ずる設備（特種上架台及び斜路）を有すること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月７日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道水産林務部水産局漁業管理課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道水産林務部水産局漁業管理課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 階１号会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西
６丁目 北海道水産林務部水産局漁業管理課）

入 札 日 時 平成 年８月４日 午後２時（送付による場合は、必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

熊 本 経営体育成基盤整備（農業用用排水） 平成
同 同 （客土） 同
同 同 （暗きょ） 同
稲 田 同 （区画整理、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
瑞 穂 同 （区画整理） 同
同 同 （農業用用排水、暗きょ） 同
和 同 （区画整理、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
沼 北 同 （区画整理、暗きょ） 同
同 同 （農業用用排水） 同
優 勢 東 水田農業振興緊急整備（農業用用排水） 同
同 同 （暗きょ） 同
北 空 知 広域営農団地農道整備 同
空知東部南第２ 同 同
新 宮 一般農道整備（広域関連） 同
栗 由 同 （集落間農道） 同
京 極 中山間地域総合整備（農業用用排水） 同
同 同 （ほ場整備） 同
同 同 （暗きょ） 同
幌 新 中山間地域総合農地防災（農業用用排水） 同
同 同 （土留工） 同
同 同 （暗きょ、整地） 同
丸 加 農免農道整備 同
新 城 ため池等整備［用排水施設整備］ 同

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
漁業取締船海王丸上架修理工事 一式
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なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵
便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道水産林務部水産局
漁業管理課に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道水産林務部水産局漁業管理課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目

電話番号
前金払いは、契約金額の４割に相当する額以内で行う。

．

．
．

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 標津郡中標津町字西竹 の
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 標津郡標津町字川北２の４・３の３（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 水道事業用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び標津町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年６月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 斜里郡斜里町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び斜里町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林 天塩郡豊富町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
豊富町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
枝幸郡浜頓別町・天塩郡豊富町（以上２町について
次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
豊富町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林 釧路市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林 厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課並びに釧路市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 久遠郡せたな町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道檜山支庁産
業振興部林務課及びせたな町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条
の規定により、その通知の内容を今金町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成 年北
海道告示第 号のとおりである。

平成 年６月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者
瀬棚郡今金町字御影 の１、 の２所在の森林について所有権を有する

鈴 木 富貴子
瀬棚郡今金町字御影 の１所在の森林について所有権を有する 横 井 順 子

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年６月 日
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北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 滝下由仁停車場線 夕張郡栗山町字阿野呂 番５地先から 平成

夕張郡栗山町字阿野呂 番２地先まで

北海道告示第 号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条第１項の規
定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。
平成 年６月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
松前神明１地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱６号までを順次結んだ線及び標柱１号と
標柱６号を結んだ線によって囲まれた区域。
郡 町 字 地番 標柱番号
松前郡 松前町 神明 １
同 同 同 ２
同 同 同 ３
同 同 同 ４
同 同 同 ５
同 同 同 ６

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。

平成 年６月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１渡島東沿岸海岸保全区域の表渡島東沿岸の 南茅部海岸の南茅部町の項海岸保全区域の
欄の２の事項を次のように改める。
２ 木直地区海岸の次の基点１から基点 までの各点を順次に結ぶ線、基点１と補点 を結
ぶ線、補点 から補点 までの各点を順次結ぶ線及び補点 と基点 を結ぶ線によって囲
まれた区域
基点１ 座標値 、 ＋ の地点

基点２ 基点１から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点３ 基点２から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点４ 基点３から方向角４度 分 秒の方向 メートルの地点
基点５ 基点４から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点６ 基点５から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点７ 基点６から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点８ 基点７から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点９ 基点８から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点９から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 １ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 １から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
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基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点

基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点１から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 １から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
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補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 補点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。

平成 年６月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項とうや湖農業協同組合の事項中「洞爺支所」を「 バンク共済洞
爺店」に改める。

札 幌 医 科 大 学 告 示

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
注射薬自動払出システム 一式
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 平成 年３月 日（水）
納 入 場 所 札幌医科大学附属病院薬剤部

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入に係

る一般競争入札又は指名競争入札に参加資格する資格を有しているもの。
道が行う指名競争入札に関して指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者であ
ること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条５の２の規定による

条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからウまでに定めると
ころにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの申請をしなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書の提出先 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

札幌医科大学事務局業務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
札幌医科大学事務局業務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学附属病院臨床第

一会議室 （送付による場合は、郵便番号 札幌市
中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局業務課）

入 札 日 時 平成 年８月４日（金）午前 時
（送付による場合は、平成 年８月３日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌医科大学事務局業務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２ のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札に参加しようとする者は、開札の日の前日までに札幌医科大学長から、提出した
書類等について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 札幌医科大学事務局業務課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線
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．

．

．

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道教育庁石狩教育局長 鈴 木 健 二
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ７台
調達を要する物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
契 約 期 間 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算

の範囲内で当該契約期間を変更することができる。
納 入 期 日 平成 年９月１日（金）
納 入 場 所 北海道拓北養護学校

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからウまでに定める
ところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければな
らない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道教育庁石狩教育局企画総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁石狩教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館６階 北海道教

育庁石狩教育局会議室（送付による場合は、郵便番号
北海道教育庁石狩教育局企画総務課）

入 札 日 時 平成 年８月２日（水）午前 時（送付による場合は、平成
年８月１日（火）までに必着のこと。）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、電子メール又は郵送による交付を希望する場合は、次
のとおりとする。

ア 電子メールによる交付を希望する場合
契約に関する事務を担当する組織にその旨を電子メールで申し込むこと。
（メールアドレス： ＠ ）

イ 郵送による交付を希望する場合
４判用紙が入る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵

便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道教育庁石狩教育局企画総務課に申し込む
こと。
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８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定

価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１月当たりの契約金額の
分の に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号 内線

．

．

．

北海道教育庁空知教育局告示第６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年６月 日

北海道教育庁空知教育局長 井 亮
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
納 入 期 限 平成 年９月１日（金）
納 入 場 所 北海道美唄工業高等学校、北海道滝川工業高等学校、北海道

深川東高等学校及び北海道由仁商業高等学校
契 約 期 間 平成 年９月１日から平成 年８月 日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年６月 日から７月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 岩見沢市８条西５丁目

北海道教育庁空知教育局企画総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。道教育庁空知教育局告示
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４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁空知教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 岩見沢市８条西５丁目 北海道空知合同庁舎１階会議室（送

付による場合は、郵便番号 岩見沢市８条西５丁目
北海道教育庁空知教育局企画総務課）

入 札 日 時 平成 年８月３日（木）午前 時 分（送付による場合は、
平成 年８月２日（水）までに必着のこと。）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する者は、 ４判用紙が入る返
信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵
送料金に相当する郵便切手を添えて、北海道教育庁空知教育局
企画総務課に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格の単価（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をも
って入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 分の に
相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等に課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成

員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁空知教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 岩見沢市８条西５丁目

電話番号

．

．

．

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第 号

風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例第４条第１項の規定に基づく営業
時間の特例の日の指定（平成 年北海道公安委員会告示第 号）の一部を次のように改正す
る。
平成 年６月 日

北海道公安委員会委員長 矢 吹 徹 雄

表中
「

」
を
「

」
に、北 門 神 社 祭 北 門 神 社 例 大 祭

「

」

を
９、 、 第 回 厚 岸 港 ま つ り

９、 、 厳 島 神 社 例 大 祭

「

」

に、
８、９、 厚 岸 港 ま つ り

８、９、 厳 島 神 社 例 大 祭
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「

」

７ 、 北 海 へ そ 祭 り 富 良 野 市

７ 、 、 も ん べ つ 観 光 港 ま つ り 紋 別 市

７ 、 、 む ろ ら ん 港 ま つ り 室 蘭 市

７ 、 、 お た る 潮 ま つ り 小 市

「

」

を
、 、 住 吉 神 社 祭 典

、 、 第 回 北見ぼんちまつり

「

」

に、
、 、 住 吉 神 社 例 大 祭

、 、 北 見 ぼ ん ち ま つ り

「

」

７ 、 、 紋 別 観 光 港 ま つ り 紋 別 市

７ 、 北 海 へ そ ま つ り 富 良 野 市

７ 、
む ろ ら ん 港 ま つ り 室 蘭 市

８ １

７ 、
お た る 潮 ま つ り 小 市

８ １

を

に、
「

」
を５、６、７ 旭 川 夏 ま つ り

「

」
に、４、５、６ 旭 川 夏 ま つ り

「

」

８ ６、７、８ 第 回 く し ろ 港 ま つ り 釧 路 市

８ ６、７、８、９、 、 第 回 定山渓かっぱまつり 札幌市南区定山渓温泉

８ ７、８ 第 回 温根湯温泉まつり 留 辺 蘂 町

８ 、 、 長 万 部 飯 生 神 社 例 大 祭 長 万 部 町

を

「

」

８ ５、６、７ く し ろ 港 ま つ り 釧 路 市

８ ６、７ お ん ね ゆ 温 泉 ま つ り 北 見 市

８ 、 、 飯 生 神 社 例 大 祭 長 万 部 町

に、
「

」

９ 、 伊 達 神 社 秋 季 大 祭 伊 達 市

９ 、 、 遠 軽 神 社 秋 季 例 大 祭 遠 軽 町

９ 、 、 白 老 八 幡 神 社 祭 白 老 町

を
「

」

９ 、 伊 達 神 社 秋 季 大 祭 伊 達 市

９ 、 、 白 老 八 幡 神 社 祭 白 老 町

９ 、 、 遠 軽 神 社 例 大 祭 遠 軽 町

に、
「

」
を
「

」
に改める。静 内 町 新 ひ だ か 町
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